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「
法
の
日
」
は
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
法

の
役
割
や
重
要
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
た

だ
く
き
っ
か
け
に
な
る
よ
う
に
と
、
裁
判

所
、
検
察
庁
お
よ
び
弁
護
士
会
の
協
議
で

提
唱
さ
れ
、
昭
和
35
年
に
政
府
に
よ
っ
て

「
国
を
あ
げ
て
法
の
尊
重
、
基
本
的
人
権

の
擁
護
、
社
会
秩
序
の
確
立
の
精
神
を
高

め
る
た
め
の
日
」
と
し
て
定
め
ら
れ
ま
し

た
。

　

裁
判
所
、
法
務
省
、
検
察
庁
お
よ
び
弁

護
士
会
で
は
、
10
月
１
日
か
ら
の
１
週
間

を
「
法
の
日
」
週
間
と
し
、
毎
年
、
全
国

各
地
で
各
種
行
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

裁
判
所
で
は
、
法
や
裁
判
手
続
に
関
す
る

説
明
会
や
見
学
会
、
講
演
会
等
の
催
し
を

行
う
予
定
で
す
。

　
「
法
の
日
」週
間
の
行
事
に
参
加
し
て
、

法
を
身
近
に
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
？
「
法

の
日
」
週
間
の
行
事
は
「
裁
判
所
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
」（http://w

w
w
.courts.go.jp/

）

で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
サ
イ

ト
で
は
裁
判
例
情
報
や
司
法
統
計
な
ど
の

様
々
な
情
報
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
ま

た
、
裁
判
員
制
度
の
詳
し
い
情
報
に
つ

い
て
は
、
裁
判
員
制
度
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（http://w
w
w
.saibanin.courts.go.

jp/

）
で
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

10
月
１
日
（
法
の
日
）
～
31
日
ま
で
の

１
か
月
間
を
推
進
期
間
と
し
て
、
全
国
一

斉
に
司
法
書
士
会
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

会
を
行
い
ま
す
。
市
で
も
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。（
予
約
不
要
）

▼
と
き　

10
月
２
日
㈭　

午
前
10
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
４
時

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
別
棟　

第
８
会
議
室

▼
相
談
内
容　

相
続
・
登
記
・
借
金
の
整

理
な
ど
法
律
に
関
す
る
事
項

▼
と
き　

10
月
５
日
㈰　

午
前
９
時
～
午

後
４
時

▼
と
こ
ろ　

西
尾
公
証
役
場
（
西
尾
市
花

ノ
木
町
３
︱
３　

丸
万
ビ
ル
３
階
）

▼
相
談
員　

公
証
人

▼
相
談
料　

無
料

▼
相
談
内
容　

①
遺
言
、
離
婚
・
金
銭
貸

借
・
借
地
・
借
家
・
任
意
後
見
契
約
等
の

公
正
証
書
の
作
成　

②
会
社
設
立
の
定
款

や
外
国
提
出
書
類
等
の
認
証　

な
ど

※�

右
記
以
外
に
も
、
平
日
の
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
ま
で
、
西
尾
公
証
役
場

で
無
料
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※�

10
月
１
日
㈬
～
７
日
㈫
ま
で
、
土
・
日

曜
日
も
含
め
て
、
午
前
９
時
30
分
～
正

午
、
午
後
１
時
～
４
時
30
分
ま
で
、
電

話
相
談
（
☎

（03）
３
５
０
２
︱
８
２
３

９
）
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▼
と
き　

10
月
４
日
㈯　

午
前
10
時
～
午

後
４
時

▼
と
こ
ろ　

岡
崎
公
証
人
合
同
役
場

▼
内
容　

遺
言
、
離
婚
、
金
銭
貸
借
、
借

地
・
借
家
契
約
、
任
意
後
見
契
約
な
ど
の

公
正
証
書
、
会
社
設
立
の
定
款
や
外
国
提

出
書
類
な
ど
の
認
証
等
に
つ
い
て
の
相
談

▼
申
込
み　

岡
崎
公
証
人
合
同
役
場
（
☎

０
５
６
４

（58）
８
１
９
３
）
へ
電
話
で
予
約

し
て
く
だ
さ
い
。

　

秋
は
行
楽
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
外
出
す

る
機
会
が
増
え
、
人
や
車
の
動
き
が
活
発

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
秋
の
日
は
つ
る
べ
落
と
し
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
日
没
時
刻
が
日
増
し
に

早
く
な
る
こ
と
か
ら
、
運
転
者
に
と
っ
て

は
歩
行
者
・
自
転
車
が
見
え
に
く
く
な
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
夕
暮
れ
時
は
交
通
量
が

増
え
る
こ
と
も
あ
り
、
高
齢
者
を
始
め
と

し
た
交
通
弱
者
が
交
通
事
故
に
あ
う
危
険

性
が
高
ま
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
次
の
重
点
項
目
を
か
か
げ
、

秋
の
交
通
安
全
運
動
を
展
開
し
、
交
通
事

故
の
防
止
を
図
り
ま
す
。

・�

子
ど
も
と
高
齢
者
を
交
通
事
故
か
ら
守

ろ
う
。

・�

夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自
転
車

乗
車
中
の
交
通
事
故
を
な
く
そ
う
。

・�

全
て
の
座
席
で
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
正
し
く
着
用
し
よ
う
。

・
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
よ
う
。

　

10
月
３
日
㈮
は
、
消
費
生
活
相
談
を
臨

時
で
お
休
み
し
ま
す
。
お
急
ぎ
の
人
は
、

西
三
河
県
民
生
活
プ
ラ
ザ　

消
費
生
活

相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
６
４

（27）

０
９
９
９　

月
～
金
曜
日　

午
前
９
時
～

午
後
４
時
30
分
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

秋
の
交
通
安
全
運
動

９
月
21
日
㈰
～
30
日
㈫

安
心
安
全
課�

防
犯
交
通
係

（
☎

（95）
０
１
１
５
）

10
月
１
日
は
「
法
の
日
」
で
す

名
古
屋
地
方
裁
判
所
事
務
局
総
務
課

広
報
係（
☎
０
５
２

（203）
９
０
９
２
）

「
法
の
日
」無
料
法
律
相
談
会
開
催

市
民
課�

市
民
サ
ー
ビ
ス
係

（
☎

（95）
０
１
５
２
）

公
証
人
に
よ
る
無
料
相
談
会

岡
崎
公
証
人
合
同
役
場

（
☎
０
５
６
４

（58）
８
１
９
３
）

日
曜
公
証（
遺
言
・
離
婚
契
約
等
）

相
談
所
開
設

西
尾
公
証
役
場（
☎
０
５
６
３

（54）
５
６
９
９
）

消
費
生
活
相
談

臨
時
の
お
休
み
に
つ
い
て

経
済
課�

商
工
観
光
係（
☎

（95）
０
１
２
５
）
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臨時休館のお知らせ

　

最
近
で
は
、「
振
り
込
め
詐
欺
」
と
い

う
言
葉
を
知
っ
て
い
て
も
、
手
口
が
巧
妙

化
し
て
い
る
た
め
、
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
う

人
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

○
主
な
予
兆
電
話
の
内
容

・�

風
邪
を
ひ
い
て
声
が
お
か
し
い
。
携
帯

電
話
の
番
号
が
変
わ
っ
た
か
ら
登
録
し

て
。

・�

携
帯
電
話
や
小
切
手
の
入
っ
た
カ
バ
ン

を
盗
ま
れ
た
。
会
社
が
倒
産
し
て
し
ま

う
。

・�

不
倫
相
手
の
女
性
を
妊
娠
さ
せ
て
し

ま
っ
た
。
示
談
金
を
払
わ
な
い
と
訴
え

ら
れ
る
。

　

と
い
っ
た
よ
う
に
様
々
で
、
相
手
を
焦

ら
せ
、
不
安
に
さ
せ
て
だ
ま
し
取
ろ
う
と

し
ま
す
。

○
被
害
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

・
留
守
番
電
話
の
設
定

　

犯
人
は
声
を
録
音
さ
れ
る
の
を
嫌
が
る

た
め
、留
守
番
電
話
に
設
定
し
て
お
く
と
、

被
害
を
防
止
で
き
ま
す
。

・�

日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
切

に

　

家
族
間
で
「
お
金
が
必
要
な
ら
、
電
話

で
は
頼
ま
な
い
よ
」
な
ど
、
日
ご
ろ
か
ら

約
束
事
を
決
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

振
り
込
め
詐
欺
は
家
族
愛
を
利
用
し
た

大
変
卑
劣
な
犯
行
で
あ
り
、
自
分
一
人
で

防
ぐ
こ
と
は
難
し
い
犯
罪
で
す
が
、
誰
か

に
相
談
し
て
い
れ
ば
防
げ
る
犯
罪
で
す
。

家
族
の
絆
で
犯
罪
を
撃
退
し
ま
し
ょ
う
！

　

９
月
15
日
の「
老
人
の
日
」に
あ
わ
せ
、

高
齢
者
運
転
免
許
証
自
主
返
納
支
援
事
業

を
期
間
限
定
で
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
ミ
ニ
バ
ス
無
料
乗
車
券
２

年
分
と
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
発
行
手

数
料
無
料
に
加
え
、
そ
れ
ら
を
よ
り
便
利

に
利
用
す
る
た
め
の
記
念
品
を
プ
レ
ゼ
ン

ト
し
ま
す
。

　

運
転
免
許
証
を
手
放
す
の
は
大
変
勇
気

の
い
る
決
断
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ご
自
分

の
こ
と
、
ご
家
族
の
こ
と
を
考
え
、
こ
の

機
会
に
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

　

返
納
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
今
年
の
広

報
４
月
16
日
号
を
ご
覧
に
な
る
か
、
安
心

安
全
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※�

記
念
品
は
数
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
無

く
な
り
次
第
終
了
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
、20
歳
～
60
歳
の
40
年
間
、

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
で
、
65
歳
か
ら
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
で
き
る
制
度
で
す
。

　

し
か
し
、
免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け
た

期
間
が
あ
る
場
合
や
、
届
出
が
遅
れ
た
こ

と
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
か
っ
た

期
間
が
あ
る
場
合
は
、
受
給
額
が
少
な
く

な
っ
た
り
、
年
金
そ
の
も
の
が
受
給
で
き

な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
事
態
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
追
納
制
度

や
後
納
制
度
が
あ
り
ま
す
。

【
追
納
制
度
】

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全
額
免

除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、
若
年
者

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受

け
ら
れ
た
期
間
が
あ
る
場
合
、
将
来
受
け

取
る
老
齢
基
礎
年
金
を
増
額
す
る
た
め

に
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て

古
い
月
分
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を
受
け
た
期

間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以

降
に
追
納
さ
れ
る
と
、
当
時
の
保
険
料
額

に
一
定
の
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

▼
申
込
み　

市
役
所
国
保
医
療
課
ま
た
は

刈
谷
年
金
事
務
所
へ
。

【
後
納
制
度
】

　

後
納
制
度
は
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
過
去
２
年
か

ら
10
年
に
延
長
し
た
こ
と
に
よ
り
、
納
め

ら
れ
な
く
な
っ
た
保
険
料
が
納
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
が
、
後
納
制
度

が
利
用
で
き
る
の
は
平
成
27
年
９
月
30
日

ま
で
で
す
の
で
、
お
早
め
に
お
申
込
み
く

だ
さ
い
。

※�

追
納
制
度
と
同
様
に
保
険
料
に
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

▼
申
込
み　

刈
谷
年
金
事
務
所
へ
。

　

緑
の
募
金
に
毎
年
ご
協
力
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

10
月
の
「
都
市
緑
化
月
間
」
に
あ
わ
せ

て
、
緑
の
募
金
の
一
部
で
「
水
仙
の
球
根

（
黄
色
２
個
入
り
）」
を
配
布
し
ま
す
。

ご
家
庭
等
で
の
緑
化
の
推
進
に
お
役
立
て

く
だ
さ
い
。

▼
配
布
期
間　

10
月
１
日
㈬
か
ら

※�

数
に
限
り
（
配
布
数
１
千
パ
ッ
ク
）
が

あ
り
ま
す
の
で
、
無
く
な
り
次
第
配
布

終
了
と
な
り
ま
す
。

▼
配
布
場
所　

市
役
所

案
内
、
中
央
公
民
館
、

図
書
館
、福
祉
体
育
館
、

保
健
セ
ン
タ
ー

　館内整備のため、次の期間休館します。
▶休館期間　9月29日㈪～10月5日㈰
※10月6日㈪から通常どおり開館します。

▶問合せ　ウォーターパ
レス KC（☎24-6261）

【
期
間
限
定
】高
齢
者
運
転
免
許
証

自
主
返
納
事
業
の
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ

安
心
安
全
課�

防
犯
交
通
係

（
☎

（95）
０
１
１
５
）

「
緑
の
募
金
」で
水
仙
の
球
根
を

配
布
し
ま
す

市
緑
化
推
進
協
議
会

（
都
市
計
画
課
内�

☎
（95）
０
１
５
７
）

「
振
り
込
め
詐
欺
」
多
発
！

予
兆
電
話
に
注
意
！

安
城
警
察
署　
　
　

�（
☎

（76）
０
１
１
０
）

安
心
安
全
課�

防
犯
交
通
係

　
　
　
　
　
　
　
　

�（
☎

（95）
０
１
１
５
）

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度
お

よ
び
後
納
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

刈
谷
年
金
事
務
所　

�（
☎

（21）
２
１
５
９
）

国
保
医
療
課�

国
保
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　

�（
☎

（95）
０
１
２
３
）
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近
年
、
高
齢
者
の
結
核
が
増
え
て
い
ま

す
。
衣
浦
東
部
保
健
所
管
内
で
は
、
平
成

25
年
に
新
た
に
84
人
の
結
核
発
病
が
あ

り
、
そ
の
半
数
以
上
が
70
歳
以
上
の
高
齢

者
で
す
。

　

高
齢
者
が
発
病
し
や
す
い
の
は
、
若
い

頃
に
感
染
し
体
内
で
休
眠
し
て
い
た
結
核

菌
が
、
高
齢
に
よ
る
体
力
の
衰
え
や
病
気

に
よ
る
免
疫
力
の
低
下
に
伴
い
活
動
を
始

め
る
か
ら
で
す
。

　

発
病
を
防
ぐ
に
は
、
免
疫
力
を
高
め
る

工
夫
が
必
要
で
す
。
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た

食
事
、
十
分
な
睡
眠
、
適
度
な
運
動
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

　

結
核
を
早
期
発
見
す
る
た
め
に
は
、
定

期
的
に
胸
部
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
を
受
け
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
検
査
は
結
核
の

早
期
発
見
だ
け
で
な
く
、
肺
が
ん
の
発
見

に
も
有
効
で
す
。

　

肺
が
ん
、
結
核
検
診
に
つ
い
て
は
広
報

の
毎
月
16
日
号
で
案
内
し
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
子
ど
も
の
結
核
予
防
と
し
て
Ｂ

Ｃ
Ｇ
接
種
は
大
切
で
す
。
１
歳
ま
で
に
受

け
ま
し
ょ
う
。

　

健
や
か
な
妊
娠
・
出
産
の
た
め
に
、
定

期
的
に
妊
婦
健
診
を
受
け
、
母
体
の
健
康

と
胎
児
の
成
長
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

助
産
院
や
県
外
の
医
療
機
関
で
受
診
し

た
場
合
、妊
産
婦
・
乳
児
健
康
診
査
分
（
診

察
と
指
定
項
目
の
検
査
費
用
）
の
自
己
負

担
額
を
、
未
使
用
の
受
診
票
の
回
数
に
応

じ
て
限
度
額
の
範
囲
内
で
助
成
し
ま
す
。

　

申
請
時
に
受
診
票
裏
面
の
医
療
機
関
に

よ
る
健
診
結
果
の
記
載
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
対
象　

①
県
外
の
医
療
機
関
で
自

己
負
担
で
受
診
し
た
場
合　

②
助
産
院
で

自
己
負
担
で
受
診
し
た
場
合
（
県
内
で
受

診
し
た
場
合
も
対
象
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

①�

妊
産
婦
・
乳
児
健
康
診
査
費
支
給
申
請

書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

②
母
子
手
帳

③�

妊
産
婦
・
乳
児
健
康
診
査
受
診
票
（
氏

名
・
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
、

医
療
機
関
の
健
診
結
果
の
記
載
が
あ
る

も
の
）

④�

口
座
の
わ
か
る
も
の
（
申
請
者
と
同
名

義
の
も
の
）

⑤�

領
収
書
（
原
本
の
返
却
を
希
望
す
る
人

は
、
原
本
と
写
し
の
両
方
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。）

⑥
印
鑑

▼
募
集
人
数　

１
人

▼
応
募
資
格　

昭
和
26
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
人

▼
職
務
内
容　

市
庁
舎
の
夜
間
・
休
日
の

受
付
お
よ
び
管
理

▼
勤
務
時
間

◎
平
日　

午
後
５
時
15
分
～
午
前
８
時
30

分◎
土
・
日
曜
日
、
祝
日　

午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分
、
午
後
５
時
15
分
～
午

前
８
時
30
分

※�

右
記
時
間
帯
で
１
日
７
時
間
、
月
15
日

程
度
の
交
代
制
勤
務

▼
勤
務
先　

市
役
所

▼
報
酬　

月
額
16
万
２
千
900
円
（
平
成
26

年
４
月
１
日
現
在
）

▼
試
験
日　

10
月
10
日
㈮

▼
選
考
方
法　

面
接

▼
申
込
み

・�

期
間　

９
月
26
日
㈮
ま
で
の
午
前
９
時

～
午
後
５
時
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は

除
く
）

・�

提
出
書
類　

写
真
１
枚
を
貼
付
し
た
受

験
申
込
書
ま
た
は
市
販
の
履
歴
書

・�

提
出
先　

総
務
課
総
務
企
画
係
（
市
役

所
３
階
）

▼
そ
の
他　

募
集
要
項
お
よ
び
受
験
申
込

書
は
総
務
課
で
配
付
し
ま
す
。
ま
た
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

▼
募
集
職
種　

事
務
職
員

▼
募
集
人
員　

若
干
名

▼
採
用
予
定　

平
成
27
年
１
月
１
日

▼
応
募
条
件　

昭
和
40
年
以
降
に
生
ま

れ
、
４
年
制
大
学
を
卒
業
し
た
人

※�

経
理
事
務
等
に
お
け
る
管
理
監
督
経
験

の
あ
る
人
を
優
遇

▼
勤
務
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分

▼
勤
務
地　

知
立
市
い
き
が
い
セ
ン
タ
ー

内
（
八
ツ
田
町
）

▼
休
暇　

土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年

始
、
そ
の
他
夏
季
休
暇
等
の
特
別
休
暇
制

度
あ
り

▼
給
与
等　

当
セ
ン
タ
ー
職
員
給
与
規
程

に
よ
る

▼
そ
の
他
条
件
等　

当
セ
ン
タ
ー
就
業
規

則
に
よ
る

▼
試
験
内
容　

面
接
試
験（
書
類
審
査
後
、

試
験
日
の
詳
細
を
文
書
で
連
絡
）

▼
提
出
書
類　

市
販
の
履
歴
書
お
よ
び
自

己
Ｐ
Ｒ
書
（
様
式
自
由
・
400
字
詰
原
稿
用

紙
１
枚
程
度
）

▼
申
込
み　

９
月
22
日
㈪
～
10
月
20
日
㈪

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
の
午
後

５
時
ま
で
に
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事

務
局
（
知
立
市
い
き
が
い
セ
ン
タ
ー
内
）

へ
、
本
人
が
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

９
月
24
日
～
30
日
は

結
核
予
防
週
間
で
す

保
健
セ
ン
タ
ー　
　

�（
☎

（82）
８
２
１
１
）

衣
浦
東
部
保
健
所　

�（
☎

（21）
４
７
７
８
）

助
産
院
や
県
外
の
医
療
機
関
で

妊
産
婦
・
乳
児
健
診
を
受
け
る
人
へ

保
健
セ
ン
タ
ー（
☎

（82）
８
２
１
１
）

市
役
所

宿
日
直
嘱
託
員
を
募
集
し
ま
す

総
務
課�

総
務
企
画
係（
☎

（95）
０
１
１
３
）

（
公
社
）知
立
市
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
職
員（
管
理
職
候
補
）募
集

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー（
☎

（82）
５
８
０
０
）


	140916-08
	140916-09
	140916-10

